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0-1[事業内容]評価項目選定表の「港湾施設の稼働」「施設関連車両の走行」につい

て 

 

【質問】 

港湾施設や施設関連車両の「施設」には、いかなる施設が含まれるのか、改めて

明確にしてほしい。 

また、民間事業者に売却される用地で建設されるであろう施設についても、それ

なりの環境負荷が予想されることから予測評価の対象とすべきだと考えるが、それ

らを対象としないということであれば、その妥当性について説明してほしい。 

 

 

【回答】 

事業対象区域には、「ふ頭用地」「緑地」「交通機能用地（道路）」「港湾関連用地

（売却地）」という４つの土地利用区分があります。 

予測評価における「港湾施設の稼働」と「施設関連車両の走行」では、「ふ頭用

地」「緑地」「交通機能用地」の３つ（下イメージ図参照）が、供用開始された状況

を「港湾施設の稼働」と捉え、それらの利用者による「施設関連車両の走行」と併

せ、予測評価の対象としています。 

ただし、「港湾関連用地（売却地）」は、売却後の利用形態が、現時点では定まっ

ていないため、予測評価の対象に含むことができません。 

売却後の上物事業が定まった段階で、必要に応じて上物が環境アセスの対象にな

る場合は、上物事業による環境影響評価を行うことを想定しています。 
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1-1[大気汚染]工事中の船舶に由来する硫黄酸化物について 

 

【質問】 

燃料油中硫黄分規制の強化を理由に、作業船を利用する「工事の実施」で硫黄酸

化物を非選定としているが、「存在及び供用」においては入港船舶からの硫黄酸化物

を選定している。規制強化は船の種類に依らないので、「工事の実施」のみ評価項目

に選定しない理由を説明してほしい。 

 

【回答】 

ご意見を踏まえて、「工事の実施」における硫黄酸化物を予測評価の対象と致しま

す。 
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2-1[水質汚濁／土壌汚染]水底土砂の調査地点について 

 

【質問】 

水底土砂の調査地点について、どのような理由で 1 地点としたか説明してほし

い。 

また、埋立てに使う浚渫土砂との関係も含めて説明してほしい。 

 

【回答】 

事業実施区域内の中央付近 1 箇所で、かつ護岸工事によって底質が乱される場所

として設定しました。 

浚渫工事の際は、適切な分析頻度を設定した上で、埋立土砂としての受入れのた

めに水底土砂判定基準項目の分析を実施します。 

ご指摘については、底質の現況を把握する上で、浚渫箇所で 1 箇所追加、埋立範

囲内でも 1 箇所追加することとし、予測評価書案にて詳細の地点を提示します。

(p.8 参照) 
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4-1[騒音・低周波音]騒音の調査地点について 

 

【質問】 

TN２、TN３地点の記載のある工事用車両の走行ルートの間にも走行ルートがある

が、このルート上には調査地点が無い。 

このルート上の調査の必要性の有無について説明してほしい。 

 

【回答】 

ご意見を踏まえて、再度走行ルートについて精査したところ、ご指摘の TN2 と

TN3 の間のルート（市道）は幅員が狭いことから、工事用車両の走行は行わないこ

ととしました。 

ただし、ルートの一部削除に合わせて、将来的な工事用車両のルートの検討基礎

データとして、別途に交差点交通量の調査地点 TD1、TD2 を新規追加しました。 
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4-2[騒音・低周波音]「港湾施設の稼働」の評価の必要性について 

 

【質問】 

現時点では、供用時の「港湾施設の稼働」について、評価をしない予定である

が、評価の必要性の有無について説明してほしい。 

 

【回答】 

既存ふ頭の敷地境界における調査結果は規制基準値を下回っておりました。（実施

計画書 P133～P134） 

当該調査結果として、道路交通騒音などといったふ頭施設外からの騒音が大半を

占めておりました。 

今回の対象事業で想定する新たなふ頭の利用形態は、既存の新港ふ頭と同様を想

定しているため、既存のふ頭における調査と同様にふ頭施設外からの騒音が大半を

占めると想定します。 

したがって、供用時の港湾施設からの予測評価を想定しておりません。 
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13-1[水象（海域）]潮流モデル鉛直方向層数について 

 

【質問】 

鉛直方向は何層くらいに分け潮流解析するのか説明してほしい。 

 

【回答】 

事業実施区域周辺海域は、深い場所で 25m 程度の水深があることから、鉛直層厚

を 2m 程度で考えると、12 層程度を想定しています。 
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13-2[水象（海域）]潮流解析のための既存資料について 

 

【質問】 

潮流調査結果の既存資料は上下 2層となっているが、予測評価のための資料とし

て十分なのか説明してほしい。 

 

【回答】 

ご指摘について、既存資料の調査位置のうち、猿島南側では周囲に浅場があり、

複雑な地形の影響を受けた流れを捉えているので、こうした影響が少ない場所にお

いても潮流データを取得しておくことが必要と考えます。そこで、過年度調査位置

よりは地形の影響が少ないと考えられる 1 地点で追加調査を実施することとしま

す。 

追加調査は、複数の深度で流向流速を観測可能な超音波式多層流向流速計を用い

た 15 昼夜観測を 1 地点で 2 季（夏季、冬季）実施することとし、詳細の調査地点は

予測評価書案において提示します。 
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13-3[水象（海域）]潮流のモデル構築を行う対象範囲について 

 

【質問】 

潮流のモデル構築を行う対象範囲はどこまでか説明してほしい。 

 

【回答】 

東京湾全体（大領域）を計算対象（300m～500m メッシュを想定）とし、事業実施

区域周辺（小領域）は小さい計算メッシュ（100m メッを想定）を設定した可変メッ

シュを用いる手法を想定しています。 

大領域で計算された潮流や潮位変動を、小領域の境界条件として設定し、事業実

施区域周辺海域を詳しく計算可能となります。 

なお、事業実施区域周辺海域は、別添図の範囲を想定しています。詳細のモデル

設定は、予測評価書案にて提示します。 

 

  

小領域計算範囲の想定 
（事業実施区域周辺海域） 
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15-1[植物・動物・生態系（水生生物、生態系）]埋立地の存在の影響について 

 

【質問】 

水質予測結果を踏まえた予測方法のみ行うことになっているが、埋立地の存在そ

のものの影響の予測は行わないのか説明してほしい。 

 

【回答】 

ご指摘を踏まえ、埋立地存在そのものによる影響について予測評価するよう追加

し、詳細については予測評価書案において提示します。 
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15-2[植物・動物・生態系（水生生物、生態系）]埋立地の調査地点について 

 

【質問】 

埋立てられる箇所について、調査の必要性はないか説明してほしい。 

 

【回答】 

ご指摘を踏まえ、埋立範囲内においても生物調査（動植物ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ、魚卵稚仔、底

生生物、魚介類）と、水質調査（生活環境項目、健康項目、ダイオキシン類）、底質

調査（一般項目等、水底土砂判定基準項目、環境基準項目）についても追加実施し

ます。 

調査地点は埋立範囲内に 1 地点追加、浚渫範囲内においても 1地点追加（水質健

康項目、ダイオキシン類以外を実施）することとし、詳細の位置は予測評価書案に

おいて提示します。 
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15-3[植物・動物・生態系（水生生物、生態系）]浚渫地の調査地点について 

 

【質問】 

浚渫する箇所について、調査の必要性はないか説明してほしい。 

 

【回答】 

ご指摘を踏まえ、現在のふ頭南側に設定している生物調査（動植物ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ、底生

生物、魚卵・稚仔魚、魚介類）地点を浚渫範囲内へ位置をずらして調査することに

変更します。（p.25 参照） 

また、水質調査についても同じ場所で実施します。（p.8 参照） 

詳細の調査位置は予測評価書案において提示します。 
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15-4[植物・動物・生態系（水生生物、生態系）]藻場の調査地点について 

 

【質問】 

藻場の調査個所について、今は藻場がなくても可能性がある場所を含めて調査す

る必要はないか説明してほしい。 

 

【回答】 

ご指摘につきまして、猿島周囲は藻場分布の可能性があると考えられるため、藻

場測線調査を補足することを目的に、UAV 空撮を追加実施します。 

得られた画像から猿島周囲の藻場分布状況を確認し、測線調査結果と合わせて面

的な分布を把握することとします。また、UAV 撮影範囲は沿岸部に近いエリアに限

定されるため、藻場調査測線周辺においては船上目視も実施します。（p.24～25 参

照） 

詳細の UAV 撮影範囲や実施方法は予測評価書案において提示します。 
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18-1[レクリエーション資源]レクリエーション資源の調査について 

 

【質問】 

公園機能はバーベキューとしかないが、教育、医療、福祉施設の利用者を含めた

様々な利用者層や利用経路、利用実態（季節変化など）の調査方法について説明し

てほしい。 

 

【回答】 

うみかぜ公園の指定管理者による日ごとのエリア別入園者数などの利用実態調査

に関するデータを活用します。 

また、アンケート調査の設問項目として、季節別の利用頻度や主なアクセス方

法、主な利用目的等を設け、利用実態の把握を図ります。 
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18-2[レクリエーション資源]利用実態の把握について 

 

【質問】 

「休日」を含めた現地での利用実態を定量的に把握するために、アンケートだけ

でなく、行動観察調査などの必要性や調査の手法について説明してほしい。 

 

【回答】 

ご指摘を踏まえ、平休日における利用実態の違いも想定されるため、平日と休日

でそれぞれ調査を致します。 

また、うみかぜ公園の指定管理者が実施している 8 エリア別入場者数のデータな

どの整理･解析を行った上で、行動実態把握のヒアリングを追加したいと考えます。 
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21-1[交通（安全）]飽和交通流率について 

 

【質問】 

飽和交通流率は、最近は実測値が低下してきており予測モデルを用いると過大評

価となることが分かってきたため、実測値を用いることはできないか検討し、説明

してほしい。 

 

【回答】 

ご意見を踏まえて、「平面交差の計画と設計 基礎編（平成 30 年 一般社団法人 

交通工学研究会）」に記載されているビデオ画像からの読み取りによる調査を行いま

す。 
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21-2[交通（安全）]交差点交通量調査について 

 

【質問】 

交差点交通量調査地点の選定理由、及び交通上の問題が起きそうな調査地点とし

て適切かどうか説明してほしい。 

 

【回答】 

工事用車両等の走行ルートや通過交通量から、2地点設定しております。 

しかしながら、実施計画書作成後に実施した地元の関係者へのヒアリングなどを

踏まえ、調査地点を 1地点追加したいと考えます。 
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